
小規模多機能型居宅介護事業所
　　　　 介護保険事業所番号　０６９０８００１９８

0234-35-8610 0234-35-8610 お問い合せは
こちら

季 節 の 事行一 日 の れ流

登録 25 名

　　お申し込みの際は、下記の書類をご準備下さいお申し込みの際は、下記の書類をご準備下さい

　  　  利用登録申込書 　介護保険証利用登録申込書 　介護保険証 ( 写し )( 写し )

　　  　　  受付  ：  平日 ８：３０～１７：３０受付  ：  平日 ８：３０～１７：３０

事業所コンセプト事業所コンセプト事業所コンセプト

ご利用者一人ひとりが
 自分らしさを再発見できるよう
   「笑顔」「安心」「楽しみ」を提供
     していくとともに馴染みの地域で
           暮らせるよう支援していきます

・ひな祭り

・花見ドライブ

・酒田祭り 

・夏祭り

・地域交流会

・敬老会
・芋煮会
・地域文化祭
・紅葉ドライブ
 
・クリスマス会
・新年会

春

夏

秋

冬

     　7:00　　　　 起床
      8:00　　 　 朝食
    9:30　　    健康チェック
  10:00　　  お茶の時間・入浴
11:30　　　体操の時間
12:00　　  昼食
 14:00　　 アクティビティ
　　　　　   人工炭酸泉で入浴
　　　　　　 学習療法
  15:00　　   おやつ・お茶の時間 
   16:30　　　体操の時間
     18:00　 　   夕食
      20:00　 　      就寝

炭酸ガスの細かな泡で炭酸ガスの細かな泡で
　ぽかぽか気分はリラックス　ぽかぽか気分はリラックス
炭酸ガスの細かな泡で炭酸ガスの細かな泡で
　ぽかぽか気分はリラックス　ぽかぽか気分はリラックス

細かい泡が肌の表

面に付着して皮膚

から吸収され血管

が拡張され血流を

良くします。

・動脈硬化や心臓病などの症状の緩和

・糖尿病　・神経痛　・冷え性

・リウマチの疼痛緩和　・高血圧

・肩こりなどの血行障害緩和

・神経や血管を刺激し皮膚疾患の緩和
など

効 能

   住み慣れた自宅や地域の中で家族や親しい人たちと
ともに、その人らしい暮らしが実現できるようご本人
の様態や希望に応じて、「通い」「宿泊」「訪問」といっ
たサービスを組み合わせて、「自宅で継続して生活する
ために」必要な支援をしていきます。どのサービスを
利用しても、顔なじみになった職員が対応します。
　そのため環境の変化に敏感なお年寄り（特に認知症
の方）の不安を和らげることができます。

（法人指定書式）

小規模多機能とは︖小規模多機能とは︖小規模多機能とは︖
・ご自宅まで送迎します。
・突然な時間延長も対応
   しますのでお気軽に
   ご相談下さい。

通い通い

訪問訪問 泊まり泊まり
・通いと同じ職員が
   伺います。

・緊急時、深夜や早朝
   問わず対応します。

・９部屋ご用意してます。
・通いと同じ場所、同じ
   職員が対応します。
    ・緊急時、臨機応変
　　  に対応します。

介護保険証をお持ちの方で、要支援１以上
と認定されている方が対象となります



ライフケア黒森 検索お問い合せは　　℡　お問い合せは　　℡　35-861035-8610　　お問い合せは　　℡　お問い合せは　　℡　35-861035-8610　　

北のかがやき北のかがやき
小 規 模 多 機 能小 規 模 多 機 能
ご利用料金ご利用料金

北のかがやき北のかがやき
小 規 模 多 機 能小 規 模 多 機 能
ご利用料金ご利用料金

北のかがやき北のかがやき
小 規 模 多 機 能小 規 模 多 機 能
ご利用料金ご利用料金

（単位：円）

（単位：円） （単位：円）

加算科目 月額 金額

初期加算 480 朝食 420

看取り連携体制加算 640 昼食 630

加算科目

総合マネジメント体制強化加算 350 宿泊費（1泊）※2 1,050

訪問体制強化加算 350 学習療法（希望者） 2,200円/月

認知症加算（Ⅰ） 10.2% 実費

認知症加算（Ⅱ） 7.4% 実費

看護職員配置加算（Ⅰ） 1.5%

看護職員配置加算（Ⅱ） 1.2%

加算科目

看護職員配置加算（Ⅲ）

700 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

900

800

1,000

1,000

月額

30

日額

64 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

夕食サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 500

１割負担分
（1ヶ月定額制）

26,964

24,454

22,157

15,232

10,364

クラブ活動費

排泄用品（オムツ・尿パット等）

項目

食費※2

（おやつ代含む）

*治療食の場合は
金額が変わります

要介護5

要介護4

要介護2

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

440

要介護1

介護度 介護度１割負担分
（1ヶ月定額制）

要支援2

要支援1 3,418

※1 介護保険外費用は変更になる場合があります。

※2 食費および宿泊費は1ヶ月の利用回数の合計が
　　加算されます。

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

6,908

要介護3

500

【ご利用者の状態や職員体制により加算されるサービス】 【介護保険外費用】※１


